
 

福岡県性暴力対策会議専門委員会運営要領 

 （趣旨） 

第１条 福岡県性暴力対策会議設置要綱（以下「要綱」という。）第６条及び福岡県性暴

力対策会議運営方針（令和２年１０月２７日施行）の２運営方針の規定に基づいて設置

された専門委員会（以下単に「専門委員会」という。）の運営については、この要領の

定めるところによる。 

 

 （協議事項） 

第２条 専門委員会は、福岡県性暴力対策会議が指定した事項について調査及び協議・

検討し、その結果を同会議に報告する。 

 

 （構成） 

第３条 専門委員会は、同会議委員及び要綱第６条第２項の規定に基づいて座長から委嘱

された専門委員により構成する。 

２ 専門委員会に委員長を置き、専門委員の互選によってこれを定める。 

３ 委員長は、専門委員会を代表し、会務を総理する。 

４ 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する専

門委員会に属する専門委員が、その職務を代理する。 

 

 （会議） 

第４条 専門委員会は、委員長が招集する。 

 

 （雑則） 

第５条 この要領に定めるもののほか、議事の手続その他専門委員会の運営に関し必要な

事項は、専門委員会の議を経て委員長が定める。 

 

   附 則 

 この要領は、令和４年３月２３日から施行する。 
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